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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置の異常状態の予測を行う異常予測装置において、
画像形成装置についての互いに異なる複数種類の状態情報を所定のタイミングで取得する
情報取得手段と、
前記複数種類の状態情報を時系列に記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている最新の前記複数種類の状態情報を取得した時点から所定の
取得回数分だけ過去に遡った時点までに取得した複数種類の状態情報に基づいて、状態情
報の種類毎に状態情報の経時変化を捉えた特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
前記複数種類の状態情報の特徴量に基づいて前記画像形成装置の状態を示す指標値を算出
する指標値算出手段と、
前記指標値に基づいて、前記画像形成装置の異常の発生を予測する第１異常予測手段と、
前記記憶手段に記憶されている最新の状態情報に基づいて前記画像形成装置の異常の発生
を予測する第２異常予測手段と、を備え、
前記画像形成装置について保守を行ってから、前記取得手段が所定回数分前記複数種類の
状態情報を取得しているときは、前記第１異常予測手段で画像形成装置の異常の発生を予
測し、前記画像形成装置について保守を行ってから、前記取得手段が所定回数分前記複数
種類の状態情報を取得するまでの間は、前記第２異常予測手段で画像形成装置の異常の発
生を予測するよう構成したことを特徴とする異常予測装置。
【請求項２】
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　請求項１の異常予測装置において、
前記第１異常予測手段で画像形成装置の異常の発生を予測するとき、前記第２異常予測手
段でも画像形成装置の異常の発生を予測するように構成したことを特徴とする異常予測装
置。
【請求項３】
　画像形成装置の異常状態の予測を行う異常予測装置において、
画像形成装置についての互いに異なる複数種類の状態情報を所定のタイミングで取得する
情報取得手段と、
前記複数種類の状態情報を時系列に記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている最新の前記複数種類の状態情報を取得した時点から所定の
取得回数分だけ過去に遡った時点までに取得した複数種類の状態情報に基づいて、前期状
態情報の種類毎に状態情報の経時変化を捉えた特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
前記複数種類の状態情報の特徴量に基づいて前記画像形成装置の状態を示す指標値を算出
する指標値算出手段と、
前記指標値に基づいて、前記画像形成装置の異常の発生を予測する異常予測手段と、を備
え、
前記画像形成装置について保守を行ってから、前記取得手段が所定回数前記複数種類の状
態情報を取得するまでの間、前記取得手段の前記複数種類の状態情報を取得するタイミン
グを早めるよう構成したことを特徴とする異常判定装置。
【請求項４】
　画像形成装置の異常状態の予測を行う異常予測装置において、
画像形成装置についての互いに異なる複数種類の状態情報を所定のタイミングで取得する
情報取得手段と、
前記複数種類の状態情報を時系列に記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている最新の前記複数種類の状態情報を取得した時点から所定の
取得回数分だけ過去に遡った時点までに取得した複数種類の状態情報に基づいて、前記状
態情報の種類毎に状態情報の経時変化を捉えた特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
前記複数種類の状態情報の特徴量に基づいて前記画像形成装置の状態を示す指標値を算出
する指標値算出手段と、
前記指標値に基づいて、前記画像形成装置の異常の発生を予測する異常予測手段と、を備
え、
前記画像形成装置について保守を行ってから、前記取得手段が所定回数前記複数種類の状
態情報を取得するまでの間、前記指標値算出手段は、前記画像形成装置の保守が行われた
部位に関する状態情報に基づいて抽出される特徴量を除いた複数種類の状態情報の特徴量
に基づいて暫定指標値を算出し、前記異常予測手段は、前記暫定指標値に基づいて、画像
形成装置の異常の発生を予測するように構成したことを特徴とする異常予測装置。
【請求項５】
　請求項３または４の異常予測装置において、
前記記憶手段に記憶されている最新の前記複数種類の状態情報に基づいて、画像形成装置
の異常について判定する第２異常判定手段を備えたことを特徴とする異常予測装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれかの異常予測装置において、
前記画像形成装置の異常予測の結果を報知する報知手段を備えたことを特徴とする異常判
定装置。
【請求項７】
　請求項６の異常予測装置において、
前記報知手段は、前記画像形成装置の異常が予測されるとき、前記画像形成装置の保守が
必要な部位を報知することを特徴とする異常判定装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれかの異常予測装置において、
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前記指標値算出手段は、前記画像形成装置の正常状態の指標となる正常指標情報を用いて
指標値を算出することを特徴とした異常予測装置。
【請求項９】
　記録体を搬送する記録体搬送手段と、前記記録体搬送手段によって搬送される記録体に
可視像を形成する可視像形成手段と、装置全体又は一部の異常を予測する異常予測手段と
を備える画像形成装置において、
前記異常予測手段として、請求項１乃至８の何れかのものを用いたことを特徴とする画像
形成装置。
【請求項１０】
　画像形成装置の異常を予測する異常予測手段を備え、前記異常予測手段の判定結果に基
づいて、前記画像形成装置の保守を行う保守システムにおいて、
前記異常予測手段として、請求項１乃至８の何れかのものを用いたことを特徴とする保守
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置の異常状態の予測を行う異常予測装置、画像形成装置および保
守システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、市場に出回っている様々な画像形成装置においては、故障などの装置の異常が発
生すると、その内容によっては部品を交換したり清掃したりするまで装置を使用すること
ができず、ユーザに不便を強いてしまうことがある。特に、電子写真方式の画像形成装置
では、構成が比較的複雑で部品点数が多いことから、各種の部品のメンテナンスを定期的
に行わないと、異常が突然に発生してしまうという事態に陥り易くなる。
【０００３】
そこで、装置の異常を事前に予測する方法が種々提案されており、大まかにその方法は二
つに大別することができる。
　ひとつは、装置から取得した状態情報を刻々観測して、その時点での装置の状態を推定
しその時系列変化から将来の状態を推定する時系列解析による方法である。これは、過去
から現在までの変化を将来へ外挿するという考え方の上に成り立っている。具体的な一例
を挙げると、感光体や現像装置などといった装置内の各種部品や機器の累積稼働時間をカ
ウンターによって順次カウントしていくカウント値の時系列変化が図１５に示すように月
単位や期単位の周期的変動を持ちながら増加する場合、この時系列変化を波形近似し、現
時点を基点として、近似した波形を将来に向けて延ばす（外挿）ことで、あらかじめ設定
された寿命（異常多発域）に到達する日を予測することができる。このような予測は、現
在を含む比較的短期間の予測には精度が得られるが、長期間の予測では精度が低い。
【０００４】
　もう一つは、ある時点の装置の状態情報と将来時点の状態との対応関係をパターンとし
て捉えるパターン認識による方法である。このパターン認識による方法としては、ＭＴＳ
法などの多変量解析を挙げることができる。この方法は、上述の時系列解析による方法よ
りも長期間の予測に対応出来るとされている。
【０００５】
　特許文献１には、ＭＴＳ法を用いて画像形成装置の異常発生を予測する方法を提案して
いる。すなわち、画像形成装置の状態と関連がある複数種類の状態情報を取得し、取得し
た複数種類の状態情報から指標値を算出し、この指標値から画像形成装置の異常発生を予
測する方法である。この方法は、まず、正常な状態の画像形成装置、あるいはこの画像形
成装置と同一仕様の正常な状態の試験機から、画像形成装置に関する複数種類の状態情報
からなる組データを取得する。そして、この組データを数多く収集して正常組データ群（
正常指標情報）を構築する。指標値を算出するときは、画像形成装置から複数種類の状態
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情報を取得する。そして、それらの状態情報について、予め構築しておいた正常組データ
群による多次元空間内でどのような相対位置関係にあるのかを示す距離（指標値）が算出
される。正常な状態から離れて故障などの異常が起こりそうになると、複数種類の状態情
報と正常組データ群との多次元空間内での相関に乱れが生じて、上記多次元空間における
原点（正常な状態の平均）からの「距離」すなわち指標値が大きくなる。一方、画像形成
装置が正常な状態の場合は、原点（正常な状態の平均）からの「距離」すなわち指標値が
小さくなる。よって、指標値に基づいて画像形成装置の正常さ加減がわかる。したがって
、特許文献１においては、画像形成装置の故障が発生する前の軽微な異常を検知して、故
障の発生を事前に予測することが可能になる。そして、異常の検知に基づいて、前もって
部品を注文しておいたり、自分で部品交換できない場合には部品の注文とともにサービス
マンを要請したりすることで、画像形成装置のダウンタイムを低減することができる。し
かも、軽度な異常をきたすほど寿命が間近に迫った部品だけを交換することで、まだ十分
に使用に耐え得る部品を交換してしまうことによるコスト高を回避することができる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－０１７８７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１においては、指標値を算出するときは、センサなどから画像形成装置に
関する複数種類の状態情報を取得して、この取得情報に基づいて指標値を算出している。
状態情報によっては、ばらつきやノイズが大きいものもあるため、この状態情報のばらつ
きやノイズなどによって精度の高い指標値を算出することができず、精度の高い異常の予
測をすることができなかった。また、特許文献１は、傾向（トレンド）に関する情報をも
たない瞬間値（指標値を算出するときに取得した値）のみを用いて指標値を算出している
ため、精度の高い異常の予測をすることができなかった。
　そこで、本発明者らは、画像形成装置に関する複数種類の状態情報を複数日分取得して
、指標値を算出するときは、複数日分の状態情報から状態情報の移動平均や変化量などの
特徴量を抽出して、この特徴量を更に加えて指標値を算出することを考えた。このように
特徴量を追加することで、例えば、その種類の状態情報が下降過程にあるのか上昇過程に
あるのかなどの状態情報の経時変化に関する情報（トレンド）を捉えることができる。こ
れにより、指標値を状態情報の経時変化を加味して算出することができ、指標値を算出す
るときにばらつきやノイズなどの要因が除去でき、特許文献１のものよりも精度の高い指
標値が算出することができる。これにより、精度の高い異常の予測をすることができる。
【０００８】
　しかしながら、異常予測に基づいて、画像形成装置内の部品やセンサの交換、部品や機
器の清掃などの保守作業が行われると、装置の保守前後で部品や機器の特性が変化する。
このため、保守が行われた部品から状態情報を取得するものや、状態を検知するセンサそ
のものに対して保守が行われると、保守前の状態情報と保守後の状態情報とで大きく異な
る場合がある。よって、保守が行われた前後の状態情報を用いて、抽出した特徴量が正確
なものでなくなる。すなわち、抽出した特徴量が、状態情報の経時変化を捉えたものでな
くなるのである。その結果、この特徴量に基づいて算出される指標値も正確なものでなく
なるため、異常の予測を正しく行うことができなくなってしまう。このため、部品の保守
が行われた後、この部品に対する複数日分の状態情報が揃うまで、異常判定を行わないよ
うにすることが考えられる。しかし、複数日分の状態情報が揃うまでの間、異常予測行う
ことができなくなり、複数日分の状態情報が揃う間に異常が発生しても、画像形成装置の
保守を行うことができないという問題があった。
【０００９】
　また、異常予測システムの運用では、故障などの異常が発生する前の装置や部品からの
取得情報の変化兆候があった時点で、部品交換や清掃や調整といった処置をするので、保
守要員が保守を実施する時点では装置はまだ異常状態には無い。従って、保守要員が、異
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常予測システムの報知情報に従い保守を行っても、保守の前後で動作状態として目に見え
る変化が現れるわけではない。よって、保守作業が有効だったのかどうかは、異常判定を
行わないと保守が正しく行われたか否かの確認ができない。しかし、上述したように、複
数日分の状態情報が揃うまでの間、異常判定を行わないようにすると、保守作業の効果を
確認することはできないという問題も生じてしまう。
【００１０】
　本発明は、上記問題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、指標値を算
出するために用いる特徴量を抽出するために必要な所定回数の状態情報が取得されていな
くても、画像形成装置の異常予測を正しく行うことのできる異常予測装置、画像形成装置
および保守システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、画像形成装置の異常状態の予測を行う
異常予測装置において、画像形成装置についての互いに異なる複数種類の状態情報を所定
のタイミングで取得する情報取得手段と、前記複数種類の状態情報を時系列に記憶する記
憶手段と、前記記憶手段に記憶されている最新の前記複数種類の状態情報を取得した時点
から所定の取得回数分だけ過去に遡った時点までに取得した複数種類の状態情報に基づい
て、状態情報の種類毎に状態情報の経時変化を捉えた特徴量を抽出する特徴量抽出手段と
、前記複数種類の状態情報の特徴量に基づいて前記画像形成装置の状態を示す指標値を算
出する指標値算出手段と、前記指標値に基づいて、前記画像形成装置の異常の発生を予測
する第１異常予測手段と、前記記憶手段に記憶されている最新の状態情報に基づいて前記
画像形成装置の異常の発生を予測する第２異常予測手段と、を備え、前記画像形成装置に
ついて保守を行ってから、前記取得手段が所定回数分前記複数種類の状態情報を取得して
いるときは、前記第１異常予測手段で画像形成装置の異常の発生を予測し、前記画像形成
装置について保守を行ってから、前記取得手段が所定回数分前記複数種類の状態情報を取
得するまでの間は、前記第２異常予測手段で画像形成装置の異常の発生を予測するよう構
成したことを特徴とするものである。
　また、請求項２の発明は、請求項１の異常予測装置において、前記第１異常予測手段で
画像形成装置の異常の発生を予測するとき、前記第２異常予測手段でも画像形成装置の異
常の発生を予測するように構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項３の発明は、画像形成装置の異常状態の予測を行う異常予測装置において
、画像形成装置についての互いに異なる複数種類の状態情報を所定のタイミングで取得す
る情報取得手段と、前記複数種類の状態情報を時系列に記憶する記憶手段と、前記記憶手
段に記憶されている最新の前記複数種類の状態情報を取得した時点から所定の取得回数分
だけ過去に遡った時点までに取得した複数種類の状態情報に基づいて、前期状態情報の種
類毎に状態情報の経時変化を捉えた特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、前記複数種類の
状態情報の特徴量に基づいて前記画像形成装置の状態を示す指標値を算出する指標値算出
手段と、前記指標値に基づいて、前記画像形成装置の異常の発生を予測する異常予測手段
と、を備え、前記画像形成装置について保守を行ってから、前記取得手段が所定回数前記
複数種類の状態情報を取得するまでの間、前記取得手段の前記複数種類の状態情報を取得
するタイミングを早めるよう構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項４の発明は、画像形成装置の異常状態の予測を行う異常予測装置において
、画像形成装置についての互いに異なる複数種類の状態情報を所定のタイミングで取得す
る情報取得手段と、前記複数種類の状態情報を時系列に記憶する記憶手段と、前記記憶手
段に記憶されている最新の前記複数種類の状態情報を取得した時点から所定の取得回数分
だけ過去に遡った時点までに取得した複数種類の状態情報に基づいて、前記状態情報の種
類毎に状態情報の経時変化を捉えた特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、前記複数種類の
状態情報の特徴量に基づいて前記画像形成装置の状態を示す指標値を算出する指標値算出
手段と、前記指標値に基づいて、前記画像形成装置の異常の発生を予測する異常予測手段
と、を備え、前記画像形成装置について保守を行ってから、前記取得手段が所定回数前記
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複数種類の状態情報を取得するまでの間、前記指標値算出手段は、前記画像形成装置の保
守が行われた部位に関する状態情報に基づいて抽出される特徴量を除いた複数種類の状態
情報の特徴量に基づいて暫定指標値を算出し、前記異常予測手段は、前記暫定指標値に基
づいて、画像形成装置の異常の発生を予測するように構成したことを特徴とするものであ
る。
　また、請求項５の発明は、請求項３または４の異常予測装置において、前記記憶手段に
記憶されている最新の前記複数種類の状態情報に基づいて、画像形成装置の異常について
判定する第２異常判定手段を備えたことを特徴とするものである。
　また、請求項６の発明は、請求項１乃至５いずれかの異常予測装置において、前記画像
形成装置の異常予測の結果を報知する報知手段を備えたことを特徴とするものである。
　また、請求項７の発明は、請求項６の異常予測装置において、前記報知手段は、前記画
像形成装置の異常が予測されるとき、前記画像形成装置の保守が必要な部位を報知するこ
とを特徴とするものである。
　また、請求項８の発明は、請求項１乃至７いずれかの異常予測装置において、前記指標
値算出手段は、前記画像形成装置の正常状態の指標となる正常指標情報を用いて指標値を
算出することを特徴とした異常予測装置。
　また、請求項９の発明は、記録体を搬送する記録体搬送手段と、前記記録体搬送手段に
よって搬送される記録体に可視像を形成する可視像形成手段と、装置全体又は一部の異常
を予測する異常予測手段とを備える画像形成装置において、前記異常予測手段として、請
求項１乃至８の何れかのものを用いたことを特徴とするものである。
　また、請求項１０の発明は、画像形成装置の異常を予測する異常予測手段を備え、前記
異常予測手段の判定結果に基づいて、前記画像形成装置の保守を行う保守システムにおい
て、前記異常予測手段として、請求項１乃至８の何れかのものを用いたことを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、通常は、第１異常判定手段で異常判定を行うことで、状態情
報の経時変化データに基づいて異常を予測するので、精度の高い予測を行うことができる
。また、画像形成装置について保守を行ってから、取得手段が所定数前記複数種類の状態
情報を取得するまでの第１異常判定手段が正しい異常判定を行うことのできない間は、第
２異常判定手段で画像形成装置の異常について判定する。第２異常判定手段は、記憶手段
に記憶されている最新の状態情報に基づいて判定するので、第１異常判定手段のように、
所定数の状態情報が取得されていなくても、画像形成装置の異常について判定することが
できる。よって、第１異常判定手段が画像形成装置の正しい異常判定を行うことができな
い間も、第２異常判定手段で画像形成装置の異常を判定することができる。したがって、
取得手段が所定回数複数種類の状態情報を取得するまでの間の画像形成装置の保守を行う
ことができ、また、画像形成装置の保守が正しく行われたか否かをすぐに確認することが
できる。
【００１３】
　また、請求項３の発明によれば、画像形成装置について保守を行ってから、取得手段が
所定数複数種類の状態情報を取得するまでの間、取得手段の複数種類の状態情報を取得す
るタイミングを早めているので、早期に記憶手段に所定数複数種類の状態情報を記憶させ
ることができる。これにより、早期に所定数の状態情報に基づいて、それら複数種類の状
態情報毎に特徴量を抽出し、抽出した複数種類の状態情報の特徴量に基づいて指標値を算
出することができる。よって、早期に指標値に基づいて、その後の画像形成装置の異常に
ついて判定することができ、異常判定が行えない期間を短くすることができる。これによ
り、画像形成装置の保守が正しく行われたか否かを早期に確認することができる。
【００１４】
　また、請求項５の発明によれば、画像形成装置について保守を行ってから、取得手段が
所定数複数種類の状態情報を取得するまでの間、画像形成装置の保守が行われた部位に関
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する状態情報を除去した暫定指標値を算出して、この暫定指標値に基づいて異常を判定し
ている。画像形成装置の保守が行われた部位に関する状態情報は、保守の前後で値が大き
く変動するので、この状態情報を除くことで、精度の高い指標値を算出することができ、
精度の高い異常判定を行うことができる。これにより、画像形成装置について保守を行っ
てから、取得手段が所定数複数種類の状態情報を取得するまでの間、少なくとも保守が行
われた部位以外の画像形成装置の異常を判定することができる。取得手段が所定数複数種
類の状態情報を取得するまでの間に、画像形成装置の保守が行われた部位以外の部位に異
常があっても、その部位を保守することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を、画像形成装置である電子写真方式の複写機（以下、単に複写機という
）に適用した第１実施形態について説明する。
　まず、本第１実施形態に係る複写機の基本的な構成について説明する。図１は、本複写
機を示す概略構成図である。この複写機は、プリンタ部１００と給紙部２００とからなる
画像形成手段と、スキャナ部３００と、原稿搬送部４００とを備えている。スキャナ部３
００はプリンタ部１００上に取り付けられ、そのスキャナ部３００の上に原稿自動搬送装
置（ＡＤＦ）からなる原稿搬送部４００が取り付けられている。
【００１６】
　スキャナ部３００は、コンタクトガラス３２上に載置された原稿の画像情報を読取セン
サ３６で読み取り、読み取った画像情報を図示しない制御部に送る。制御部は、スキャナ
部３００から受け取った画像情報に基づき、プリンタ部１００の露光装置２１内に配設さ
れた図示しないレーザやＬＥＤ等を制御してドラム状の４つの感光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ
に向けてレーザ書き込み光Ｌを照射させる。この照射により、感光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ
の表面には静電潜像が形成され、この潜像は所定の現像プロセスを経由してトナー像に現
像される。なお、符号の後に付されたＫ，Ｙ，Ｍ，Ｃという添字は、ブラック，イエロー
，マゼンタ，シアン用の仕様であることを示している。
【００１７】
　プリンタ部１００は、露光装置２１の他、１次転写ローラ６２Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ、２次転
写装置２２、定着装置２５、排紙装置、図示しないトナー供給装置、トナー供給装置等も
備えている。
【００１８】
　給紙部２００は、プリンタ部１００の下方に配設された自動給紙部と、プリンタ部１０
０の側面に配設された手差し部とを有している。そして、自動給紙部は、ペーパーバンク
４３内に多段に配設された２つの給紙カセット４４、給紙カセットから記録体たる転写紙
を繰り出す給紙ローラ４２、繰り出した転写紙を分離して給紙路４６に送り出す分離ロー
ラ４５等を有している。また、プリンタ部１００の給紙路４８に転写紙を搬送する搬送ロ
ーラ４７等も有している。一方、手差し部は、手差しトレイ５１、手差しトレイ５１上の
転写紙を手差し給紙路５３に向けて一枚ずつ分離する分離ローラ５２等を有している。
【００１９】
　プリンタ部１００の給紙路４８の末端付近には、レジストローラ対４９が配設されてい
る。このレジストローラ対４９は、給紙カセット４４や手差しトレイ５１から送られてく
る転写紙を受け入れた後、所定のタイミングで中間転写体たる中間転写ベルト１０と２次
転写装置２２との間に形成される２次転写ニップに送る。
【００２０】
　本複写機において、操作者は、カラー画像のコピーをとるときに、原稿搬送部４００の
原稿台３０上に原稿をセットする。あるいは、原稿搬送部４００を開いてスキャナ部３０
０のコンタクトガラス３２上に原稿をセットした後、原稿搬送部４００を閉じて原稿を押
さえる。そして、図示しないスタートスイッチを押す。すると、原稿搬送部４００に原稿
がセットされている場合には原稿がコンタクトガラス３２上に搬送された後に、コンタク
トガラス３２上に原稿がセットされている場合には直ちに、スキャナ部３００が駆動を開
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始する。そして、第１走行体３３及び第２走行体３４が走行し、第１走行体３３の光源か
ら発せられる光が原稿面で反射した後、第２走行体３４に向かう。更に、第２走行体３４
のミラーで反射してから結像レンズ３５を経由して読取りセンサ３６に至り、画像情報と
して読み取られる。
【００２１】
　このようにして画像情報が読み取られると、プリンタ部１００は、図示しない駆動モー
タで支持ローラ１４、１５、１６の１つを回転駆動させながら他の２つの支持ローラを従
動回転させる。そして、これらローラに張架される中間転写ベルト１０を無端移動させる
。更に、上述のようなレーザ書き込みや、後述する現像プロセスを実施する。そして、感
光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃを回転させながら、それらに、ブラック，イエロー，マゼンタ，
シアンの単色画像を形成する。これらは、感光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃと、中間転写ベルト
１０とが当接するＫ，Ｙ，Ｍ，Ｃ用の１次転写ニップで順次重ね合わせて静電転写されて
４色重ね合わせトナー像になる。感光体４０Ｋ、４０Ｙ、４０Ｍ、４０Ｃ上にトナー像を
形成する。
【００２２】
　一方、給紙部２００は、画像情報に応じたサイズの転写紙を給紙すべく、３つの給紙ロ
ーラのうちの何れか１つを作動させて、転写紙をプリンタ部１００の給紙路４８に導く。
給紙路４８内に進入した転写紙は、レジストローラ対４９に挟み込まれて一旦停止した後
、タイミングを合わせて、中間転写ベルト１０と２次転写装置２２の２次転写ローラ２３
との当接部である２次転写ニップに送り込まれる。すると、２次転写ニップにおいて、中
間転写ベルト１０上の４色重ね合わせトナー像と、転写紙とが同期して密着する。そして
、ニップに形成されている転写用電界やニップ圧などの影響によって４色重ね合わせトナ
ー像が転写紙上に２次転写され、紙の白色と相まってフルカラー画像となる。
【００２３】
　２次転写ニップを通過した転写紙は、２次転写装置２２の搬送ベルト２４の無端移動に
よって定着装置２５に送り込まれる。そして、定着装置２５の加圧ローラ２７による加圧
力と、加熱ベルトによる加熱との作用によってフルカラー画像が定着せしめられた後、排
出ローラ５６を経てプリンタ部１００の側面に設けられた排紙トレイ５７上に排出される
。
【００２４】
　図２は、プリンタ部１００を示す拡大構成図である。プリンタ部１００は、ベルトユニ
ット、各色のトナー像を形成する４つのプロセスユニット１８Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ、２次転写
装置２２、ベルトクリーニング装置１７、定着装置２５等を備えている。
【００２５】
　ベルトユニットは、複数のローラに張架した中間転写ベルト１０を、感光体４０Ｋ，Ｙ
，Ｍ，Ｃに当接させながら無端移動させる。感光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃと中間転写ベルト
１０とを当接させるＫ，Ｙ，Ｍ，Ｃ用の１次転写ニップでは、１次転写ローラ６２Ｋ，Ｙ
，Ｍ，Ｃによって中間転写ベルト１０を裏面側から感光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃに向けて押
圧している。これら１次転写ローラ６２Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃには、それぞれ図示しない電源に
よって１次転写バイアスが印加されている。これにより、Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ用の１次転写ニ
ップには、感光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ上のトナー像を中間転写ベルト１０に向けて静電移
動させる１次転写電界が形成されている。各１次転写ローラ６２Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃの間には
、中間転写ベルト１０の裏面に接触する導電性ローラ７４がそれぞれ配設されている。こ
れら導電性ローラ７４は、１次転写ローラ６２Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃに印加される１次転写バイ
アスが、中間転写ベルト１０の裏面側にある中抵抗の基層１１を介して隣接するプロセス
ユニットに流れ込むことを阻止するものである。
【００２６】
　プロセスユニット（１８Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ）は、感光体（４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ）と、その
他の幾つかの装置とを１つのユニットとして共通の支持体に支持するものであり、プリン
タ部１００に対して着脱可能になっている。ブラック用のプロセスユニット１８Ｋを例に
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すると、これは、感光体４０Ｋの他、感光体４０Ｋ表面に形成された静電潜像をブラック
トナー像に現像するための現像手段たる現像ユニット６１Ｋを有している。また、１次転
写ニップを通過した後の感光体４０Ｋ表面に付着している転写残トナーをクリーニングす
る感光体クリーニング装置６３Ｋも有している。また、クリーニング後の感光体４０Ｋ表
面を除電する図示しない除電装置や、除電後の感光体４０Ｋ表面を一様帯電せしめる図示
しない帯電装置なども有している。他色用のプロセスユニット１８Ｙ，Ｍ，Ｃも、取り扱
うトナーの色が異なる他は、ほぼ同様の構成になっている。本複写機では、これら４つの
プロセスユニット１８Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃを、中間転写ベルト１０に対してその無端移動方向
に沿って並べるように対向配設したいわゆるタンデム型の構成になっている。
【００２７】
　図３は、４つのプロセスユニット１８Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃからなるタンデム部２０の一部を
示す部分拡大図である。なお、４つのプロセスユニット１８Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃは、それぞれ
使用するトナーの色が異なる他はほぼ同様の構成になっているので、同図においては各符
号に付すＫ，Ｙ，Ｍ，Ｃという添字を省略している。同図に示すように、プロセスユニッ
ト１８は、感光体４０の周りに、帯電手段としての帯電装置６０、現像装置６１、１次転
写手段としての１次転写ローラ６２、感光体クリーニング装置６３、除電装置６４等を備
えている。
【００２８】
　感光体４０としては、アルミニウム等の素管に、感光性を有する有機感光材を塗布し、
感光層を形成したドラム状のものを用いている。但し、無端ベルト状のものを用いても良
い。また、帯電装置６０としては、帯電バイアスが印加される帯電ローラを感光体４０に
当接させながら回転させるものを用いている。感光体４０に対して非接触で帯電処理を行
なうスコロトロンチャージャ等を用いてもよい。
【００２９】
　現像装置６１は、磁性キャリアと非磁性トナーとを含有する二成分現像剤を用いて潜像
を現像するようになっている。内部に収容している二成分現像剤を攪拌しながら搬送して
現像スリーブ６５に供給する攪拌部６６と、現像スリーブ６５に付着した二成分現像剤の
うちのトナーを感光体４Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃに転移させる現像部６７とを有している。
【００３０】
　攪拌部６６は、現像部６７よりも低い位置に設けられており、互いに平行配設された２
本のスクリュウ６８、これらスクリュウ間に設けられた仕切り板、現像ケース７０の底面
に設けられたトナー濃度センサ７１などを有している。
【００３１】
　現像部６７は、現像ケース７０の開口を通して感光体４０に対向する現像スリーブ６５
、これの内部に回転不能に設けられたマグネットローラ７２、現像スリーブ６５に先端を
接近させるドクタブレード７３などを有している。ドクタブレード７３と現像スリーブ６
５との間の最接近部における間隔は５００［μｍ］程度に設定されている。現像スリーブ
６５は、非磁性の回転可能なスリーブ状の形状になっている。また、現像スリーブ６５に
連れ回らないようにないようされるマグネットローラ７２は、例えば、ドクタブレード７
３の箇所から現像スリーブ６５の回転方向にＮ１、Ｓ１、Ｎ２、Ｓ２、Ｓ３の５磁極を有
している。これら磁極は、それぞれスリーブ上の二成分現像剤に対して回転方向の所定位
置で磁力を作用させる。これにより、攪拌部６６から送られてくる二成分現像剤を現像ス
リーブ６５表面に引き寄せて担持させるとともに、スリーブ表面上で磁力線に沿った磁気
ブラシを形成する。
【００３２】
　磁気ブラシは、現像スリーブ６５の回転に伴ってドクタブレード７３との対向位置を通
過する際に適正な層厚に規制されてから、感光体４０に対向する現像領域に搬送される。
そして、現像スリーブ６５に印加される現像バイアスと、感光体４０の静電潜像との電位
差によって静電潜像上に転移して現像に寄与する。更に、現像スリーブ６５の回転に伴っ
て再び現像部６７内に戻り、マグネットローラ７２の磁極間の反発磁界の影響によってス
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リーブ表面から離脱した後、攪拌部６６に戻される。攪拌部６６内では、トナー濃度セン
サ７１による検知結果に基づいて、二成分現像剤に適量のトナーが補給される。なお、現
像装置６１として、二成分現像剤を用いるものの代わりに、磁性キャリアを含まない一成
分現像剤を用いるものを採用してもよい。
【００３３】
　感光体クリーニング装置６３としては、ポリウレタンゴム製のクリーニングブレード７
５を感光体４０に押し当てる方式のものを用いているが、他の方式のものを用いてもよい
。クリーニング性を高める目的で、本例では、外周面を感光体４０に接触させる接触導電
性のファーブラシ７６を、図中矢印方向に回転自在に有するクリーニング装置６３を採用
している。そして、ファーブラシ７６にバイアスを印加する金属製電界ローラ７７を図中
矢示方向に回転自在に設け、その電界ローラ７７にスクレーパ７８の先端を押し当ててい
る。スクレーパ７８によって電界ローラ７７から除去されたトナーは、回収スクリュ７９
上に落下して回収される。
【００３４】
　かかる構成の感光体クリーニング装置６３は、感光体４０に対してカウンタ方向に回転
するファーブラシ７６で、感光体４０上の残留トナーを除去する。ファーブラシ７６に付
着したトナーは、ファーブラシ７６に対してカウンタ方向に接触して回転するバイアスを
印加された電界ローラ７７に取り除かれる。電界ローラ７７に付着したトナーは、スクレ
ーパ７８でクリーニングされる。感光体クリーニング装置６３で回収したトナーは、回収
スクリュ７９で感光体クリーニング装置６３の片側に寄せられ、トナーリサイクル装置８
０で現像装置６１へと戻されて再利用される。
【００３５】
　除電装置６４は、除電ランプ等からなり、光を照射して感光体４０の表面電位を除去す
る。このようにして除電された感光体４０の表面は、帯電装置６０によって一様帯電せし
められた後、光書込処理がなされる。
【００３６】
　ベルトユニットの図中下方には、２次転写装置２２が設けられている。この２次転写装
置２２は、２つのローラ２３間に、２次転写ベルト２４を掛け渡して無端移動させている
。２つのローラ２３のうち、一方は図示しない電源によって２次転写バイアスが印加され
る２次転写ローラとなっており、ベルトユニットのローラ１６との間に中間転写ベルト１
０と２次転写ベルト２４とを挟み込んでいる。これにより、両ベルトが当接しながら当接
部で互いに同方向に移動する２次転写ニップが形成されている。レジストローラ対４９か
らこの２次転写ニップに送り込まれた転写紙には、中間転写ベルト１０上の４色重ね合わ
せトナー像が２次転写電界やニップ圧の影響で一括２次転写されて、フルカラー画像が形
成される。２次転写ニップを通過した転写紙は、中間転写ベルト１０から離間して、２次
転写ベルト２４の表面に保持されながら、ベルトの無端移動に伴って定着装置２５へと搬
送される。なお、２次転写ローラに代えて、転写チャージャ等によって２次転写を行なわ
せるようにしてもよい。
【００３７】
　２次転写ニップを通過した中間転写ベルト１０の表面は、支持ローラ１５による支持位
置にさしかかる。ここでは、中間転写ベルト１０が、おもて面（ループ外面）に当接する
ベルトクリーニング装置１７と、裏面に当接する支持ローラ１５との間に挟み込まれる。
そして、ベルトクリーニング装置１７により、おもて面に付着している転写残トナーが除
去された後、Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ用の１次転写ニップに順次進入して、次の４色トナー像が重
ね合わされる。
【００３８】
　ベルトクリーニング装置１７は、２つのファーブラシ９０，９１を有している。これら
は、複数の起毛をその植毛方向に対してカウンタ方向で中間転写ベルト１０に当接させな
がら回転することで、ベルト上の転写残トナーを機械的に掻き取る。加えて、図示しない
電源によってクリーニングバイアスが印加されることで、掻き取った転写残トナーを静電
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的に引き寄せて回収する。
【００３９】
　ファーブラシ９０，９１に対しては、それぞれ金属ローラ９２，９３が接触しながら、
順または逆方向に回転している。これら金属ローラ９２，９３のうち、中間転写ベルト１
０の回転方向上流側に位置する金属ローラ９２には、電源９４によってマイナス極性の電
圧が印加されている。また、下流側に位置する金属ローラ９３には、電源９５によってプ
ラス極性の電圧が印加される。そして、それらの金属ローラ９２，９３には、それぞれブ
レード９６，９７の先端が当接している。かかる構成では、中間転写ベルト１０の図中矢
印方向への無端移動に伴って、まず、上流側のファーブラシ９０が中間転写ベルト１０表
面をクリーニングする。このとき、例えば金属ローラ９２に－７００［Ｖ］が印加されな
がら、ファーブラシ９０に－４００［Ｖ］が印加されると、まず、中間転写ベルト１０上
のプラス極性のトナーがファーブラシ９０側に静電転移する。そして、ファーブラシ側に
転移したトナーが更に電位差によってファーブラシ９０から金属ローラ９２に転移して、
ブレード９６によって掻き落とされる。
【００４０】
　このように、ファーブラシ９０で中間転写ベルト１０上のトナーが除去されるが、中間
転写ベルト１０上にはまだ多くのトナーが残っている。それらのトナーは、ファーブラシ
９０に印加されるマイナス極性のバイアスにより、マイナスに帯電される。これは、電荷
注入または放電により帯電されるものと考えられる。次いで下流側のファーブラシ９１を
用いて今度はプラス極性のバイアスを印加してクリーニングを行なうことにより、それら
のトナーを除去することができる。除去したトナーは、電位差によりファーブラシ９１か
ら金属ローラ９３に転移させ、ブレード９７により掻き落とす。ブレード９６、９７で掻
き落としたトナーは、不図示のタンクに回収される。
【００４１】
　ファーブラシ９１でクリーニングされた後の中間転写ベルト１０表面は、ほとんどのト
ナーが除去されているがまだ少しのトナーが残っている。これらの中間転写ベルト１０上
に残ったトナーは、上述したようにファーブラシ９１に印加されるプラス極性のバイアス
により、プラス極性に帯電される。そして、１次転写位置で印加される転写電界によって
感光体４０Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ側に転写され、感光体クリーニング装置６３で回収される。
【００４２】
　レジストローラ対４９は一般的には接地されて使用されることが多いが、転写紙Ｐの紙
粉除去のためにバイアスを印加することも可能である。
【００４３】
　２次転写装置２２および定着装置２５の下には、上述したタンデム部２０と平行に延び
るような、転写紙反転装置２８（図１参照）が設けられている。これにより、片面に対す
る画像定着処理を終えた転写紙が、切換爪で転写紙の進路を転写紙反転装置側に切り換え
られ、そこで反転されて再び２次転写転写ニップに進入する。そして、もう片面にも画像
の２次転写処理と定着処理とが施された後、排紙トレイ上に排紙される。
【００４４】
　図４は、本複写機を制御する制御部の機能ブロック図である。この制御部１は、実際に
は本複写機全体の制御を統括して行なうものであるが、図示では画像形成装置の異常予測
および保守システムに関する機能のみ表示してある。
　図に示すように制御部１は、複写機全体の制御を司る制御手段であり、ＣＰＵなどから
なる演算手段１ａと、ＲＡＭやＲＯＭなどで構成される記憶手段１ｃとを有している。こ
の記憶手段１ｃは、複数種類の複写機の状態情報が時系列で記憶されている。また、制御
部１は、記憶手段１ｃに記憶された複写機の複数種類の状態情報に基づいて、画像形成装
置の故障などの異常状態を予測するための指標値を算出する指標値算出手段としての機能
を有している。また、制御部１は、前記指標値や複写機の状態情報に基づいて、画像形成
装置の異常状態を判定する異常判定手段としての機能も有している。
　また、制御部１は、複写機の構成要素の状態や内部で生ずる現象に関連する複写機の状
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態情報を各種センサ２、操作表示部３などから取得して、上記記憶手段１ｃに記憶する情
報取得手段たる情報取得部１ｅを備えている。操作表示部３は、文字情報等を表示する液
晶ディスプレイ等から構成される表示部や、テンキー等などによって操作者から入力情報
を受け付けて制御部１に送る操作部などを有している。
　また、制御部１は、画像形成装置の異常状態の判定結果を、前記操作表示部３に表示し
てユーザに報知する報知手段としての機能を備えている。また、判定結果、画像形成装置
の異常があった場合や、異常が予測された場合は、制御部１は、異常の発生が予測される
（または異常が発生した）機器や部品を特定して、前記操作表示部に表示してユーザに報
知する報知手段としての機能も有している。
【００４５】
　情報取得手段たる情報取得部１ｅが取得する複写機の状態情報としては、センシングデ
ータ、制御パラメータデータ、入力データ、画像読取データなどが挙げられ、一例として
は、以下のようなものが挙げられる。
【００４６】
（a）センシング情報について
　このセンシング情報としては、駆動関係、記録媒体の各種特性、現像剤特性、感光体特
性、電子写真の各種プロセス状態、環境条件、記録物の各種特性などが取得する対象とし
て考えられる。これらのセンシング情報の概要を説明すると、以下のようになる。
【００４７】
（a-1）駆動の情報
・感光体ドラムの回転速度をエンコーダで検出したり、駆動モータの電流値を読み取った
り、駆動モータの温度を読み取る。
・同様にして、定着ローラ、紙搬送ローラ、駆動ローラなどの円筒状またはベルト状の回
転する部品の駆動状態を検出する。
・駆動により発生する音を装置内部または外部に設置されたマイクロフォンで検出する。
【００４８】
（a-2）紙搬送の状態
・透過型または反射型の光センサ、あるいは接触タイプのセンサにより、搬送された紙の
先端・後端の位置を読み取り、紙詰まりが発生したことを検出したり、紙の先端・後端の
通過タイミングのずれや、送り方向と垂直な方向の変動を読み取る。
・同様に、複数のセンサ間の検出タイミングにより、紙の移動速度を求める。
・給紙時の給紙ローラと紙とのスリップを、ローラの回転数計測値と紙の移動量との比較
で求める。
【００４９】
（a-3）紙などの記録媒体の各種特性
　この情報は、画質やシート搬送の安定性に大きく影響する。この紙種の情報取得には以
下のような方法がある。
・紙の厚みは、紙を二つのローラで挟み、ローラの相対的な位置変位を光学センサ等で検
知したり、紙が進入してくることによって押し上げられる部材の移動量と同等の変位量を
検知することによって求める。
・紙の表面粗さは、転写前の紙の表面にガイド等を接触させ、その接触によって生じる振
動や摺動音等を検知する。
・紙の光沢は、規定された入射角で規定の開き角の光束を入射し、鏡面反射方向に反射す
る規定の開き角の光束をセンサで測定する。
・紙の剛性は、押圧された紙の変形量（湾曲量）を検知することにより求める。
・再生紙か否かの判断は、紙に紫外線を照射してその透過率を検出して行なう。
・裏紙か否かの判断は、ＬＥＤアレイ等の線状光源から光を照射し、転写面から反射した
光をＣＣＤ等の固体撮像素子で検出して行なう。
・ＯＨＰ用のシートか否かは、用紙に光を照射し、透過光と角度の異なる正反射光を検出
して判断する。
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・紙に含まれている水分量は、赤外線またはμ波の光の吸収を測定することにより求める
。
・カール量は光センサ、接触センサなどで検出する。
・紙の電気抵抗は、一対の電極（給紙ローラなど）を記録紙と接触させて直接測定したり
、紙転写後の感光体や中間転写体の表面電位を測定して、その値から記録紙の抵抗値を推
定する。
【００５０】
（a-4）現像剤特性
　現像剤（トナー・キャリア）の装置内での特性は、電子写真プロセスの機能の根幹に影
響するものである。そのため、システムの動作や出力にとって重要な因子となる。現像剤
の情報を得ることは極めて重要である。この現像剤特性としては、例えば次のような項目
が挙げられる。
・トナーについては、帯電量およびその分布、流動性・凝集度・嵩密度、電気抵抗、外添
剤量、消費量または残量、流動性、トナー濃度（トナーとキャリアの混合比）を挙げるこ
とができる。
・キャリアについては、磁気特性、コート膜厚、スペント量などを挙げることができる。
【００５１】
　以上のような項目を画像形成装置の中で単独で検出することは通常困難である。そこで
、現像剤の総合的な特性として検出する。この現像剤の総合的な特性は、例えば次のよう
に測定することができる。
・感光体上にテスト用潜像を形成し、予め決められた現像条件で現像して、形成されたト
ナー像の反射濃度（光反射率）を測定する。
・現像装置中に一対の電極を設け、印加電圧と電流の関係を測定する（抵抗、誘電率など
）。
・現像装置中にコイルを設け、電圧電流特性を測定する（インダクタンス）。
・現像装置中にレベルセンサを設けて、現像剤容量を検出する。レベルセンサは光学式、
静電容量式などがある。
【００５２】
（a-5）感光体特性
　感光体特性も現像剤特性と同じく、電子写真プロセスの機能と密接に関わる。この感光
体特性の情報としては、感光体の膜厚、表面特性（摩擦係数、凹凸）、表面電位（各プロ
セス前後）、表面エネルギー、散乱光、温度、色、表面位置（フレ）、線速度、電位減衰
速度、抵抗・静電容量、表面水分量などが挙げられる。このうち、画像形成装置の中では
、次のような情報を検出できる。
・膜厚変化に伴う静電容量の変化を、帯電部材から感光体に流れる電流を検知し、同時に
帯電部材への印加電圧と予め設定された感光体の誘電厚みに対する電圧電流特性と照合す
ることにより、膜厚を求める。
・表面電位、温度は従来周知のセンサーで求めることができる。
・線速度は感光体回転軸に取りつけられたエンコーダーなどで検出される。
・感光体表面からの散乱光は光センサーで検出される。
【００５３】
（a-6）電子写真プロセス状態
　電子写真方式によるトナー像形成は、周知のように、感光体の均一帯電、レーザー光な
どによる潜像形成（像露光）、電荷を持ったトナー（着色粒子）による現像、転写材への
トナー像の転写（カラーの場合は中間転写体または最終転写材である記録媒体での重ね合
わせ、または現像時に感光体への重ね現像を行なう）、記録媒体へのトナー像の定着とい
う順序で行なわれる。これらの各段階での様々な情報は、画像その他のシステムの出力に
大きく影響を与える。これらを取得することがシステムの安定を評価する上で重要となる
。この電子写真プロセス状態の情報取得の具体例としては、次のようなものが挙げられる
。
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・帯電電位、露光部電位は従来公知の表面電位センサにより検出される。
・非接触帯電における帯電部材と感光体とのギャップは、ギャップを通過させた光の量を
測定することにより検知する。
・帯電による電磁波は広帯域アンテナにより捉える。
・帯電による発生音
・露光強度
・露光光波長
【００５４】
　また、トナー像の様々な状態を取得すること方法として、以下のようなものがあげられ
る。
・パイルハイト（トナー像の高さ）を、変位センサで縦方向から奥行きを、平行光のリニ
アセンサで横方向から遮光長を計測して求める。
・トナー帯電量を、ベタ部の静電潜像の電位、その潜像が現像された状態での電位を測定
する電位センサにより測定し、同じ箇所の反射濃度センサから換算した付着量との比によ
り求める。
・ドット揺らぎまたはチリを、ドットパターン画像を感光体上においては赤外光のエリア
センサ、中間転写体上においては各色に応じた波長のエリアセンサで検知し、適当な処理
をすることにより求める。
・オフセット量（定着後）を、記録紙上と定着ローラ上の対応する場所をそれぞれ光学セ
ンサで読み取って、両者比較することにより求める。
・転写工程後（ＰＤ上，ベルト上）に光学センサを設置し，特定パターンの転写後の転写
残パターンからの反射光量で転写残量を判断する。
・重ね合わせ時の色ムラを定着後の記録紙上を検知するフルカラーセンサで検知する。
【００５５】
（a-7）形成されたトナー像の特性
・画像濃度、色は光学的に検知する（反射光、透過光のいずれでもよい。色によって投光
波長を選択する）。濃度及び単色情報を得るには感光体上または中間転写体上でよいが、
色ムラなど，色のコンビネーションを測るには紙上の必要がある。
・階調性は、階調レベルごとに感光体上に形成されたトナー像または転写体に転写された
トナー像の反射濃度を光学センサにより検出する。
・鮮鋭性は、スポット径の小さい単眼センサ、若しくは高解像度のラインセンサを用いて
、ライン繰り返しパターンを現像または転写した画像を読み取ることにより求める。
・粒状性（ざらつき感）は、鮮鋭性の検出と同じ方法により、ハーフトーン画像を読み取
り、ノイズ成分を算出することにより求める。
・レジストスキューは、レジスト後の主走査方向両端に光学センサを設け、レジストロー
ラＯＮタイミングと両センサの検知タイミングとの差異から求める。
・色ずれは、中間転写体または記録紙上の重ね合わせ画像のエッジ部を、単眼の小径スポ
ットセンサ若しくは高解像度ラインセンサで検知する。
・バンディング（送り方向の濃度むら）は、記録紙上で小径スポットセンサ若しくは高解
像度ラインセンサにより副走査方向の濃度ムラを測定し、特定周波数の信号量を計測する
。
・光沢度（むら）は、均一画像が形成された記録紙を正反射式光学センサで検知するよう
に設ける。
・かぶりは、感光体上、中間転写体上、または記録紙上において、比較的広範囲の領域を
検知する光学センサで画像背景部を読み取る方法、または高解像度のエリアセンサで背景
部のエリアごと画像情報を取得し、その画像に含まれるトナー粒子数を数えるという方法
がある。
【００５６】
（a-8）画像形成装置のプリント物の物理的な特性
・像流れ・かすれなどは、感光体上、中間転写体、あるいは記録紙上でトナー像をエリア
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センサにより検知し、取得した画像情報を画像処理して判定する。
・チリは記録紙上の画像を高解像度ラインセンサまたはエリアセンサで取り込み、パター
ン部の周辺に散っているトナー量を算定することにより求める。
・後端白抜け、ベタクロス白抜けは、感光体上、中間転写体、あるいは記録紙上で高解像
度ラインセンサにより検知する。
・カール・波打ち・折れは、変位センサで検出する。折れの検出のためには記録紙の両端
部分に近い所にセンサを設置することが有効である。
・コバ面の汚れやキズは、排紙トレイに縦に設けたエリアセンサにより，ある程度排紙が
溜まった時のコバ面をエリアセンサで撮影，解析する。
【００５７】
（a-9）環境状態
・温度検出には、異種金属どうし或いは金属と半導体どうしを接合した接点に発生する熱
起電力を信号として取り出す熱電対方式、金属或いは半導体の抵抗率が温度によって変化
することを利用した抵抗率変化素子、また、或る種の結晶では温度が上昇したことにより
結晶内の電荷の配置に偏りが生じ表面に電位発生する焦電型素子、更には、温度による磁
気特性の変化を検出する熱磁気効果素子などが採用できる。
・湿度検出には、Ｈ2Ｏ或いはＯＨ基の光吸収を測定する光学的測定法、水蒸気の吸着に
よる材料の電気抵抗値変化を測定する湿度センサ等がある
・各種ガスは、基本的にはガスの吸着に伴う、酸化物半導体の電気抵抗の変化を測定する
ことにより検出する。
・気流（方向、流速、ガス種）の検出には、光学的測定法等があるが、システムへの搭載
を考慮するとより小型にできるエアブリッジ型フローセンサが特に有用である。
・気圧・圧力の検出には、感圧材料を使用する、メンブレンの機械的変位を測定する等の
方法がある。振動の検出にも同様に方法が用いられる。
【００５８】
（b）制御パラメータ情報について
　画像形成装置の動作は制御部によって決定されるため、制御部の入出力パラメータを直
接利用することが有効である。
【００５９】
（b-1）画像形成パラメータ
　画像形成のために制御部が演算処理により出力する直接的なパラメータで、以下のよう
な例がある。
・制御部によるプロセス条件の設定値で、例えば帯電電位、現像バイアス値、定着温度設
定値など
・同じく、中間調処理やカラー補正などの各種画像処理パラメータの設定値
・制御部が装置の動作のために設定する各種のパラメータで、例えば紙搬送のタイミング
、画像形成前の準備モードの実行時間など
【００６０】
（b-2）ユーザー操作履歴
・色数、枚数、画質指示など、ユーザーにより選択された各種操作の頻度
・ユーザーが選択した用紙サイズの頻度
【００６１】
（b-3）消費電力
・全期間または特定期間単位（１日、１週間、１ヶ月など）の総合消費電力あるいはその
分布、変化量（微分）、累積値（積分）
【００６２】
（b-4）消耗品消費情報
・全期間または特定期間単位（１日、１週間、１ヶ月など）のトナー、感光体、紙の使用
量あるいはその分布、変化量（微分）、累積値（積分）
【００６３】
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（b-5）故障発生情報
・全期間または特定期間単位（１日、１週間、１ヶ月など）の故障発生（種類別）の頻度
あるいはその分布、変化量（微分）、累積値（積分）
【００６４】
（c）入力画像情報
　ホストコンピュータから直接データとして送られる画像情報、あるいは原稿画像からス
キャナーで読み取って画像処理をした後に得られる画像情報から、以下のような情報を取
得することができる。
・着色画素累積数はＧＲＢ信号別の画像データを画素ごとにカウントすることにより求め
られる。
・例えば特許第２６２１８７９号の公報に記載されているような方法でオリジナル画像を
文字・網点・写真・背景に分離し、文字部、ハーフトーン部などの比率を求めることがで
きる。同様にして色文字の比率も求めることができる。
・着色画素の累積値を主走査方向で区切った領域別にカウントすることにより、主走査方
向のトナー消費分布が求められる。
・画像サイズは制御部が発生する画像サイズ信号または画像データでの着色画素の分布に
より求められる。
・文字の種類（大きさ、フォント）は文字の属性データから求められる。
【００６５】
　情報取得部１ｅは、上述した複写機の状態情報を一日一回所定のタイミングで取得し、
初期値データと取得した状態情報との差や比を算出して、取得した状態情報を汎用データ
にする。このように、汎用データとすることで、部品の個体差による状態情報の差を解消
することができ、同一アルゴリズムを適用可能にすることができる。このように汎用デー
タとされた状態情報を記憶手段に所定数ｍ（ｍ日分）時系列で記憶していく。そして、新
たに状態情報が取得されると、記憶手段１ｃに記憶されている状態情報のうち、一番古い
状態情報が捨てられ、この取得された新たな状態情報が記憶される。また、これに限らず
、一日に複数（ｎ）回状態情報取得して、平均値や変化量などの特徴量を一日の状態情報
として、記憶手段に記憶しても良い。また、一日に複数回取得した状態情報をそのまま一
日の状態情報として、記憶手段に記憶してもよい。この場合は、時系列データが、ｍ×ｎ
となる。
　また、記憶手段に記憶される複写機の状態情報は、一日の状態情報として記憶する必要
がなく、例えば、４時間毎に状態情報を取得して、記憶手段にｍ個の状態情報を時系列に
記憶するようにしてもよい。
【００６６】
　以上のような各種の情報から、前述の指標値Ｄを算出し、その指標値に基づいて、故障
等の異常が発生する潜在的な可能性を判断し、故障等の異常発生を予測する。基本的には
、前述したように複数種類の情報から算出した指標値Ｄの大きさが、予め定めた閾値より
大きい場合、異常発生の可能性が高いとする。この閾値は一般的には事前の実験によって
決められる。
【００６７】
　指標値Ｄは、取り入れた情報間の相関が正常な状態からずれている尺度を表わすもので
ある。この指標値が大きいほど正常状態からの乖離が大きいと判断するので、異常のメカ
ニズムが不明な場合でも、異常が発生する可能性を予見することができる。
【００６８】
　指標値の算出は、主成分分析、ＭＴＳ法、ＭＴＡ法などの多変量解析手法などを用いて
行っている。以下に、一例として、ＭＴＳ法を用いた指標値の算出について、説明する。
ＭＴＳ法の詳細は、「ＭＴシステムにおける技術開発　刊行委員会委員長　田口玄一著　
日本規格協会刊」に詳しく説明されているので、詳しい説明を省略するが、次のような処
理を行なうものである。即ち、まず、正常な状態の被検対象、あるいはこれと同一仕様の
ものである同一仕様物から、複数種類の情報からなる組データを取得する。そして、この
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組データを数多く収集して標準データ（正常指標情報）となる逆行列を構築する。その後
、被検対象の正常さ加減を調べたいときに、被検対象から組データを取得する。そして、
この組データについて、予め構築しておいた標準データ（正常指標情報）による多次元空
間内でどのような相対位置関係にあるのかを示すマハラノビス距離を求め、その結果に基
づいて被検対象の正常さ加減を量るものである。
【００６９】
　本複写機では、標準データとして、ＭＴＳ法による逆行列が記憶手段に記憶されている
。この逆行列は、予め試験機で取得した試験機の複数種類の状態情報、複数（ｍ）個の状
態情報から算出した移動平均や変化量などの各種特徴量から、装置の状態を予測するのに
有効な項目を選択し、その選択した項目に基づいて構築されたものである。すなわち、あ
る種類の状態情報に関しては、移動平均と変化量とが逆行列の算出のための項目として用
いられ、ある種類の状態情報に関しては、移動平均のみが逆行列の算出のための項目とし
て用いられるのである。
【００７０】
　指標値の算出は、次のように行なう。まず、記憶手段１ｃに記憶した複数（ｍ）日分の
状態情報から、複写機の状態情報の種類毎に移動平均や変化量（微分）などの特徴量を抽
出する。そして、指標値は、抽出した特徴量と前述の逆行列とに基づいて指標値としての
マハラノビス距離が求められる。
【００７１】
　図５は、指標値（例えばマハラノビス距離）と、最後に保守を行ってからの経過時間と
の関係を示すグラフである。保守直後には、指標値はそれほど高い値を示していないが、
その後、装置の使用時間が増えるにつれて徐々に上昇していく。そして、所定の閾値に達
した後に更に上昇を続け、やがて異常が発生する。閾値は、異常が発生する時の指標値よ
りも低い値に設定されているため、指標値が閾値に達した時点で異常発生情報を発するこ
とで、異常の発生を事前に予測してユーザーに伝えることができる。そこで、本複写機の
制御部１は、指標値が閾値に達した時点で異常発生情報を発信するようになっている。
【００７２】
　次に、本実施形態の特徴点について、説明する。
　図６は、紙搬送の状態など、複写機の状態情報を検知するセンサである光センサの駆動
電流の時系列変動データである。図に示すように、光センサの交換や清掃を行った前後で
は、駆動電流値が大幅に異なっていることがわかる。このため、交換や清掃を行った前後
の光センサのデータを用いて特徴量を抽出した場合、光センサによって検知される部品や
装置などの状態の時系列での変化の傾向（トレンド）などを特徴量で正しく捕らえること
ができない。その結果、この特徴量に基づいて算出した指標値も正確なものでなくなり、
正しく画像形成装置の状態を予測することができない。よって、複数（ｍ）日分のデータ
が取得されるまでは、指標値を算出して、異常状態を予測することができない。
　そこで、本実施形態は、第２の異常予測手段たる第２異常予測モードを設けて、複数（
ｍ）日分のデータが取得される間、この第２の異常予測モードによって、画像形成装置の
異常を予測するようにしている。
【００７３】
　図７は、第２異常予測モードへの切換を行うときの制御フローである。
　図に示すように、まず、制御部は、部品の交換や清掃などの保守が行われた否かをチェ
ックする（Ｓ１）。保守が行われた否かは、例えば、サービスマンが画像形成装置内の部
品を保守したときに、サービスマンが像形成装置に保守した部品情報を入力することで検
知される。また、装置内に部品があるか否かを検知する検知手段を設け、例えば部品がな
い状態からある状態に検知結果が変化したら、装置内の部品が交換されたと判定する。そ
して、部品の保守が行われた場合（Ｓ１のＹＥＳ）は、この部品の保守が行われたことに
よって、取得データが大きく変動する状態情報を特定する（Ｓ２）。保守が行われた時点
で、複数種類の状態情報を取得して、以前のデータと取得したデータとを調べることで、
大きく変動する状態情報を検索してもよい。また、予め保守される部品に対して変動する
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状態情報を調べておいて、部品と状態情報とを関連付けて記憶手段に記憶しておき、部品
が保守されたら記憶手段から保守された部品情報に基づいて変動する状態情報を特定する
ようにしてもよい。そして、特定された部品保守によって大きく変動する状態情報を記憶
手段から消去する。次に、保守が清掃か否かをチェックして（Ｓ３）、交換の場合（Ｓ３
のＮＯ）は、状態情報を取得して、初期値データを更新する（Ｓ４）。これは、部品毎に
特性値が異なるためである。一方、清掃の場合（Ｓ３のＹＥＳ）は、特性値は変らないた
め、初期値は更新しない。次に、制御部は、通常の異常予測モードから、第２異常予測モ
ードに変更する（Ｓ５）。
　一方、部品の交換や清掃などの保守が行われて否かった場合（Ｓ１のＮＯ）、第２異常
予測モードか否かをチェックする（Ｓ６）。第２異常予測モードでない場合（Ｓ６のＮＯ
）は、通常の異常予測モードで画像形成装置の異常を予測しているので、そのまま終了す
る。一方、第２異常予測モードの場合（Ｓ６のＹＥＳ）、記憶手段に記憶されている複数
種類の状態情報が全てｍ（＝整数）個あるか否かをチェックする（Ｓ７）。複数種類の状
態情報のうち、いずれかひとつでも、複数（ｍ）個の状態情報がない場合（Ｓ７のＮＯ）
、通常の異常予測モードを実行できないので、そのまま第２異常予測モードで画像形成装
置の異常を予測する。一方、記憶手段に記憶されている複数種類の状態情報が全てｍ（＝
整数）個ある場合（Ｓ８のＹＥＳ）、通常の異常予測モードを実行できるので、通常の異
常予測モードに変更して（Ｓ８）、通常の異常予測モードで画像形成装置の異常を予測す
る。
【００７４】
　図８は、通常の異常予測モードの制御フローである。
　所定時間経過したときや、所定枚数印刷したときなど、所定のタイミングとなったら、
通常の以上予測モードをスタートさせて、記憶手段から、状態情報を読み出して（Ｓ１１
）、それぞれ状態情報の特徴量を抽出する（Ｓ１２）。そして、抽出した特徴量から指標
値（例えばマハラノビス距離）を算出して（Ｓ１３）、閾値と比べる（Ｓ１４）。指標値
が閾値以上の場合（Ｓ１４のＹＥＳ）、装置の異常の発生が予測されているので、異常の
発生が予測された部位を特定して（Ｓ１５）ユーザに報知する（Ｓ１６）。また、指標値
が閾値以下の場合（Ｓ１４のＮＯ）、装置の異常が発生しないことが予測されているので
、指標値を「○日後の状態予測値」としてユーザに報知する（Ｓ１７）。
【００７５】
　次に、上記第２異常予測モードについて、実施例１乃至３に基づいて、詳細に説明する
。
【００７６】
［実施例１］
　実施例１の第２異常予測モードは、複数（ｍ）日分のデータが取得される間、各センサ
などから個々に取得される状態情報毎に異常を予測するものである。例えば、感光体の駆
動速度を検知するエンコーダの出力値がある閾値を越えたら、異常と予測するなど、第２
異常予測手段は、状態情報の値そのものから異常値か否かを予測するものである（以下、
異常検知型）。
　図９は、実施例１の第２異常予測モードの制御フローである。
　まず、所定時間経過したときや、所定枚数印刷したときなど、所定のタイミングとなっ
たら、制御部１は、異常予測モードが通常の異常予測モードか第２異常予測モードかを調
べて、第２異常予測モードの場合は、第２異常予測モードをスタートさせる。
　第２異常予測モードがスタートすると、まず、制御部１は、記憶手段に記憶されている
複数種類の最新の状態情報を読み出す（Ｓ２１）。次に、制御部１は、記憶手段から各状
態情報に対応する閾値を読み出し（Ｓ２２）、上記最新の状態情報が閾値を越えているか
否かをチェックする（Ｓ２３）。閾値を越えている状態情報がある場合（Ｓ２３のＹＥＳ
）、装置に異常があると予測して、表示部に表示するなどしてユーザに報知する（Ｓ２４
）。このとき、閾値を越えた状態情報から、異常のある部品を特定して、予測した部品情
報を表示部に表示しても良い。一方、いずれの状態情報も閾値を越えていない場合（Ｓ２
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３のＮＯ）、装置に異常な状態が発生していないので、そのままモードを終了する。
【００７７】
　これにより部品の交換や清掃などの保守によって、部品の保守の前後で部品の状態や特
性が大きく変動して、部品保守の前後のデータで抽出した特徴量からでは、時系列での部
品の状態の変化などを正確に捉えることができないため、状態情報の特徴量に基づく異常
の予測が実施できない間も、上記第２異常予測モードで簡易的な異常の予測を行うことが
できる。よって、抽出した特徴量から時系列での部品の状態の変化などを正確に捉えるこ
とができるために必要な状態情報が記憶されるまでの間で、装置の異常が発生しても適切
な装置の保守作業を行うことができる。また、交換や清掃などの装置の保守作業が適切で
あったか否かをすぐに判断することができる。
【００７８】
　上記第２の異常予測モードでは、状態情報の値そのものから異常値か否かを予測してい
るが、例えば、現在の状態情報のみを用いて指標値（例えばマハラノビス距離）を算出し
て、異常を判定するようにしてもよい。この場合、予め試験機で取得した試験機の複数種
類の状態情報の時系列データに基づいて構築された逆行列（正常指標情報）を記憶手段に
記憶しておく。そして、第２の異常予測モードのときは、複数種類の状態情報の特徴量の
時系列データに基づいて構築された逆行列から、複数種類の状態情報の時系列データに基
づいて構築された逆行列に切り替える。そして、記憶手段に記憶されている最新の複数種
類の状態情報と、上記複数種類の状態情報の時系列データに基づいて構築された逆行列と
から、暫定的な指標値（例えばマハラノビス距離）算出し、この暫定的な指標値に基づい
て、異常判定を行う。この場合も、抽出した特徴量から時系列での部品の状態の変化など
を正確に捉えることができるために必要な状態情報が記憶されるまでの間で、装置の異常
が発生しても適切な装置の保守作業を行うことができる。
【００７９】
［実施例２］
　次に、実施例２の第２異常予測モードについて説明する。
　この実施例２においては、部品の保守によって保守前後大きく変動した状態情報に関し
て複数（ｍ）個分の状態情報を短時間で取得して、この変動した状態情報が複数（ｍ）日
分取得するまで、この短時間で取得したダミーの状態情報で通常異常予測モードを仮運用
するものである。
　図１０は、実施例２の第２異常予測モード実行時の制御部の制御フローである。
　第２異常予測モードに変更されたら、部品の保守によって交換または清掃前後大きく変
動した所定の状態情報の情報取得タイミングを変更する（Ｓ３１）。すなわち、通常時に
おいては、一日１回程度のタイミングで取得していたタイミングを例えば、１０分毎など
、取得のサイクルを非常に短く変更するのである。そして、特定された状態情報が記憶手
段に時系列で複数（ｍ）個分取得されたら（Ｓ３２のＹＥＳ）、状態情報の取得のタイミ
ングを通常のタイミングに戻す（Ｓ３３）。これにより、部品の保守によって交換または
清掃前後で大きく変動した所定の状態情報が短時間で複数（ｍ）個記憶されることになり
、記憶手段に記憶されている複数種類の状態情報が全て複数（ｍ）個ある状態にすること
ができる。よって、早期に通常の異常予測モードで運用することができる。なお、短時間
で取得した複数（ｍ）個の状態情報から抽出する特徴量は、部品や装置などの状態の変化
を正確には捉えていないが、交換や清掃などの保守が実施されて部品の状態が正常な状態
に戻されているため、正しく複数（ｍ）日間取得した状態情報から抽出した特徴量と、短
時間で仮取得したｍ個の状態情報から抽出した特徴量との間に大きな差は生じない。よっ
て、短時間で仮取得した状態情報から抽出した特徴量を用いて、指標値を算出しても著し
く予測の精度が低下することがない。
　そして、通常の取得タイミングで取得された状態情報は、一番古い仮の状態情報と順次
入れ替わっていき、ｍ日後には、仮の状態情報が全てなくなり、通常の取得タイミングで
取得された状態情報に全て置き換わる。
　このように、早期に指標値を算出する通常異常予測モードで装置の異常を予測すること
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ができるので、精度の高い予測を行うことができる。
【００８０】
［実施例３］
　次に、実施例３の第２異常予測モードについて説明する。
　この実施例３においては、部品の交換または清掃などの保守によって保守前後で大きく
変動した所定の状態情報を除いて指標値を算出し、装置の異常を予測するものである。
　図１１は、実施例３の第２異常予測モード実行時の制御部の制御フローである。
　まず、制御部１は、第２異常モードに変更されたら、保守部品を特定して（Ｓ４１）、
この特定した保守部品から、この部品が保守された場合の暫定的に用いる暫定演算式（例
えば逆行列）を特定して（Ｓ４２）、記憶手段から読み出す。この暫定演算式（例えば逆
行列）は、予めこの部品の保守によって保守前後で大きく変動する所定の状態情報を除い
た正常組データから導出された暫定演算式である。
　所定時間経過したときや、所定枚数印刷したときなど、所定のタイミングとなったら（
Ｓ４３のＹＥＳ）、この部品の保守によって保守前後で大きく変動する所定の状態情報を
除いた特定の状態情報を記憶手段から読み出して（Ｓ４４）、それぞれ状態情報の特徴量
を抽出する（Ｓ４５）。そして、抽出した特徴量と暫定演算式（逆行列）とから暫定指標
値（例えばマハラノビス距離）を算出して（Ｓ４６）、閾値と比べる（Ｓ４７）。暫定指
標値が閾値以上の場合（Ｓ４７のＹＥＳ）、装置の異常の発生が予測されているので、異
常の発生が予測された部位を特定して（Ｓ４８）ユーザに報知する（Ｓ４９）。また、暫
定指標値が閾値以下の場合（Ｓ４７のＮＯ）、装置の異常が発生しないことが予測されて
いるので、図１２に示すような暫定指標値をユーザに報知する（Ｓ５１）。
　これにより、交換や清掃などの保守を行った部品以外の装置や部品などの異常を予測す
ることができる。
【００８１】
　なお、上記実施例１に示した状態情報の値そのものから異常か否かを予測する異常検知
型の異常判定を常に行うようにしてもよい。通常時に実施される異常予測モードは、特徴
量を抽出して、各状態情報の時系列の変化に基づいて、指標値を算出するものであるので
、長期的な異常の予測に関しては、精度が高くなるが、突発的な異常の発生については、
予測精度が落ちてしまう。これは、特徴量を抽出するので、このような突発的な変動は、
ノイズやばらつきとして処理されてしまうからである。一方、異常検知型の異常の予測は
、そのとき取得した値に対して異常を予測するため、突発的に発生する異常を良好に検知
することができる。このように、異常検知型と通常の異常予測モードとを併用して、装置
の異常を予測することで、長期的な異常の予測と突発的な異常の予測両方を行うことがで
きる。このような異常判定を行った場合、図１３に示すように、異常検知型の予測の結果
を、「現在の状態情報」として表示し、指標値算出によるに異常予測の結果を「○日後の
状態情報」として表示する。
【００８２】
　また、上記においては、画像形成装置に異常判定手段たる異常判定装置を備えて、画像
形成装置内部で異常判定を行っているが、図１４に示すように、画像形成装置と異常判定
装置を備えた情報管理装置とを用いて、保守システムを構築しても良い。この保守システ
ムは、情報管理装置を例えば画像形成装置の保守を行うサービス会社に設置しておく。画
像形成装置は、所定のタイミングで画像形成装置のセンサなどで構成された状態情報取得
部で複数種類の状態情報を取得して、通信回線で情報管理装置に送信する。情報管理装置
は、画像形成装置から取得した複数種類の状態情報を時系列に状態情報記憶部に記憶して
おく。そして、所定のタイミングがきたら、指標値算出部で状態情報ごとに特徴量を抽出
して、指標値を算出し、状態判定部で指標値に基づいて画像形成装置の状態を予測する。
そして、所定の部品に交換が必要な場合、情報管理装置の情報処理部が部品の交換が必要
な旨をサービスマンなどに報知する。また、画像形成装置は、部品の交換などが行われた
場合は、部品情報取得手段で交換された部品を特定して、交換された部品情報を情報処理
部から通信回線を用いて情報管理装置へ送信する。情報管理装置は、受信した部品情報に
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基づいて、異常予測モードを変更する。
【００８３】
　また、通常異常予測モード時においては、ＭＴＳ法を用いた異常予測を行っているが、
これに限らず、一般的に、時系列解析による方法よりも長期間の予測に対応出来るパター
ン認識による異常予測の手法であればよい。
【００８４】
　以上、本実施形態によれば、実施例１に示すように、部品が保守されて、状態情報のい
ずれかが、部品の保守によって部品の保守の前後で状態情報が変って、正確な状態情報の
経時変化を捉えることができない場合は、第２異常判定手段たる第２異常予測モードで異
常判定を行う。第２異常判定モードは、例えば、感光体の駆動速度を検知するエンコーダ
の出力値がある閾値を越えたら、異常と予測して、ユーザに伝えるなど、現在の状態情報
の値のみから異常値か否かを予測するものである。よって、第２異常予測モードにおいて
は、記憶手段に複数個の状態情報がなくても異常が予測することができる。その結果、記
憶手段に複数個のデータが貯まる間は、第２異常予測モードで予測することで、装置の異
常を暫定的に予測することができる。したがって、記憶手段に複数個のデータが貯まる間
でも装置の異常が予測でき、記憶手段に複数個のデータが貯まる間に装置の異常が発生し
ても、適切に対処することができる。また、保守した作業が正しくない場合は、記憶手段
に複数個のデータが貯まる間で異常が予測されるため、保守した作業が正しく行われたか
否かを把握することができる。
【００８５】
　また、実施例２に示すように、部品が保守された場合、少なくとも部品の保守によって
保守の前後で大きく値が変動する状態情報の取得タイミングを非常に短くして、短時間で
複数個の状態情報を取得するようにしている。これにより、記憶手段に複数個の状態情報
が記憶され、仮の特徴量を抽出することができる。よって、早期に通常異常予測モードを
仮運用することができ、早期に精度の高い異常予測を行うことができる。
【００８６】
　また、実施例３に示すように、部品が保守された場合、部品の保守によって保守の前後
で大きく値が変動する状態情報が複数個貯まるまで、この状態情報を除いて指標値を算出
して、暫定的な異常予測を実施するようにしている。これにより、保守の前後で大きく値
が変動する状態情報が複数個貯まるまでの間も、交換や清掃などの保守を行った部品以外
の装置や部品などの異常を精度よく予測することができる。
【００８７】
　また、現在の状態情報のみから異常値か否かを予測する異常予測を複数の状態情報から
特徴量を抽出して、特徴量に基づいて指標値を算出する通常の異常予測と並行して行うよ
うにしてもよい。これにより、突発的に発生してしまう異常と、長期的な異常との両方を
行うことができる。
【００８８】
　また、本実施形態の画像形成装置において、上記指標値Ｄの時間変化のデータから予測
した異常発生の予測結果をディスプレイ等の操作表示部に表示してユーザに報知する報知
手段を設けてもよい。このように異常発生の予測結果を表示することにより、使用者は、
指標値Ｄの時間変化から画像形成装置の状態変化を判定することなく、予測された異常発
生を知ることができるので、異常発生前の保守が可能になる。また、本実施形態の画像形
成装置において、上記指標値Ｄの時間変化のデータから予測した異常発生の予測結果を、
専用回線、公衆回線、インターネット、ローカルエリアネットワーク等の通信回線を介し
て外部装置に送信する通信手段を設けてもよい。この場合は、複数の画像形成装置におけ
る異常発生の予測を、監視センター等で一元的に行うことができる。
【００８９】
　また、異常が発生する部品を特定してディスプレイ等の操作表示部に表示してユーザに
報知する報知手段を設けてもよい。これにより、予測された異常発生部品を知ることがで
きるので、装置の保守をより確実に行うことができる。
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【００９０】
　また、正常指標情報たる正常な状態の装置から取得した複数の状態情報からなるデータ
組の群の逆行列Ａを用いて指標値（例えば、マハラノビス距離Ｄ）を算出して異常の判定
に用いる。かかる構成では、単純に閾値と取得データとの比較によって異常を判定する従
来の異常判定装置とは異なり、ＭＴＳ法を利用して原因が明確に特定されない異常の発生
を予測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明を適用した異常判定装置の被検対象となり得る画像形成装置である同複写
機を示す概略構成図。
【図２】同複写機のプリンタ部を示す概略構成図。
【図３】同複写機のタンデム部を示す部分拡大図。
【図４】同複写機の電気回路の一部を示すブロック図。
【図５】同複写機における総合異常についての指標値Ｄと、経過時間（運転時間）との関
係の一例を示すグラフ。
【図６】同複写機の状態情報を検知するセンサである光センサの駆動電流と経過時間との
関係の一例を示すグラフ。
【図７】第２異常予測モードへの切換を行うときの制御フロー図。
【図８】通常の異常予測モードの制御フロー図。
【図９】実施例１の第２異常予測モードの制御フロー図。
【図１０】実施例２の第２異常予測モードの制御フロー図。
【図１１】実施例３の第２異常予測モードの制御フロー図。
【図１２】実施例３の第２異常予測モード実行後に複写機の操作表示部に表示される一例
を示す図。
【図１３】２つの異常予測モードを並列に行った後に操作表示部に表示される一例を示す
図。
【図１４】同複写機の保守を行う保守システムの一例を示す図。
【図１５】時系列解析による異常予測の一例を示す図。
【符号の説明】
【００９２】
１　　　　　　　制御部
２　　　　　　　各種センサ
３　　　　　　　操作表示部
１００　　　　　複写機
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【図３】 【図４】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】



(26) JP 4795136 B2 2011.10.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  星野　誠治
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
(72)発明者  澤田　雅市
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内

    審査官  松本　泰典

(56)参考文献  特開２００５－０１７８７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２４６８３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２４２４１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１５７１３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２６７５３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－００１２５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２３２９６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－０２３１９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１７５５００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－１４４３４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｇ　　２１／００　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　１５／０１　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　１５／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

